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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】長期検査中の被検者の負担を軽減するとともに
、医療従事者による検査結果の分析を支援する検査支援
方法を提供する。
【解決手段】心電図記録器２は、被検者に携帯されて当
該被検者の心電図データを記録するＳＴＥＰ１。支援装
置３は、心電図データとは異なる情報を取得するＳＴＥ
Ｐ２。支援装置３によって取得された情報のうち心電図
記録器２により取得できない支援情報が特定されるＳＴ
ＥＰ４。支援情報は、心電図データと関連付けて記録さ
れるＳＴＥＰ５。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者に携帯されて当該被検者の生体情報を取得する検査装置、および当該検査装置と
は異なる支援装置を含む検査支援システムにおいて少なくとも一つのプロセッサにより実
行される検査支援方法であって、
　前記生体情報とは異なる情報を前記支援装置により取得するステップと、
　前記生体情報とは異なる情報のうち前記検査装置により取得できない支援情報を特定す
るステップと、
　前記生体情報と関連付けて前記支援情報を記録するステップと
を含んでいる、
検査支援方法。
【請求項２】
　前記支援情報の少なくとも一部を、前記検査装置および前記支援装置とは異なる外部情
報源から取得するステップを含んでいる、
請求項１に記載の検査支援方法。
【請求項３】
　少なくとも前記支援情報が前記支援装置から前記検査装置へ無線送信され、
　前記支援情報は、前記検査装置において前記生体情報と関連付けて記録される、
請求項１または２に記載の検査支援方法。
【請求項４】
　前記支援情報の前記検査装置への無線送信は、前記生体情報の記録後に一括してなされ
る、
請求項３に記載の検査支援方法。
【請求項５】
　前記支援情報の特定は、予め前記支援装置において行なわれる、
請求項１から４のいずれか一項に記載の検査支援方法。
【請求項６】
　前記支援装置による前記支援情報の取得は、前記検査装置から前記支援装置への通信に
基づいて開始される、
請求項１から５のいずれか一項に記載の検査支援方法。
【請求項７】
　前記支援装置による前記支援情報の取得は、前記検査装置から前記支援装置への通信に
基づいて終了される、
請求項１から６のいずれか一項に記載の検査支援方法。
【請求項８】
　生体情報と関連付けて前記支援情報を記録するステップは、前記検査装置と前記支援装
置以外の装置においてなされる、
請求項１から７のいずれか一項に記載の検査支援方法。
【請求項９】
　被検者に携帯されて当該被検者の生体情報を取得する検査装置とは異なる支援装置にお
いて少なくとも一つのプロセッサにより実行される検査支援方法であって、
　前記生体情報とは異なる情報を取得するステップと、
　前記生体情報とは異なる情報のうち少なくとも前記検査装置によって取得できない支援
情報を特定するステップと、
　前記支援情報を、前記生体情報と関連付け可能な状態にするステップと、
を含んでいる、
検査支援方法。
【請求項１０】
　被検者に携帯される検査装置において少なくとも一つのプロセッサにより実行される検
査支援方法であって、



(3) JP 2019-162239 A 2019.9.26

10

20

30

40

50

　前記被検者の生体情報を取得するステップと、
　前記生体情報を、前記生体情報とは異なる情報のうち前記検査装置によって取得できな
い支援情報と関連付け可能にするステップと、
を含んでいる、
検査支援方法。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の検査支援方法を少なくとも一つのプロセッサ
に実行させる、
プログラム。
【請求項１２】
　請求項９に記載の検査支援方法を実行する少なくとも一つのプロセッサを備えている、
支援装置。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の検査支援方法を実行する少なくとも一つのプロセッサを備えている
、
検査装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、被検者に携帯されて当該被検者の生体情報を取得する検査装置、および当該
検査装置とは異なる支援装置を含む検査支援システムにおいて少なくとも一つのプロセッ
サにより実行される検査支援方法に関連する。また、本開示は、当該検査支援方法を少な
くとも一つのプロセッサに実行させるプログラム、および当該プログラムを記憶する記憶
媒体に関連する。さらに、本開示は、当該検査支援方法を実行するための検査装置と支援
装置に関連する。
【背景技術】
【０００２】
　不整脈を発見するために、被検者の心電図を長期間にわたって収集する検査がある。特
許文献１は、そのような検査に使用される検査装置の一例を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０８－２９９２９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　被検者が医療従事者の管理下にない間も検査は継続される。その間、当該被検者は、行
動記録を義務付けられる。具体的には、起床、運動、食事、入浴、排便、就寝などの行動
に加え、胸痛を自覚した日時が所定の用紙に手書きで記録される。後日、医療従事者は、
当該記録を参照しつつ検査装置により取得された生体情報を確認することによって、被検
者の行動と生体情報の関連性について分析する。
【０００５】
　本開示の目的は、長期検査中の被検者の負担を軽減するとともに、医療従事者による検
査結果の分析を支援することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するための本開示の一態様は、被検者に携帯されて当該被検者の生体
情報を取得する検査装置、および当該検査装置とは異なる支援装置を含む検査支援システ
ムにおいて少なくとも一つのプロセッサにより実行される検査支援方法であって、
　前記生体情報とは異なる情報を前記支援装置により取得するステップと、
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　前記生体情報とは異なる情報のうち前記検査装置により取得できない支援情報を特定す
るステップと、
　前記生体情報と関連付けて前記支援情報を記録するステップと
を含んでいる。
【０００７】
　このような構成によれば、医療従事者による生体情報の分析を支援しうる支援情報の少
なくとも一部が支援装置によって取得されるので、検査装置が情報取得のために備える構
成を必要最小限にできる。これにより、検査装置の大型化、重量増、および電力消費の少
なくとも一つを抑制できる。したがって、医療従事者による心電図データの分析を支援し
つつ、長期間にわたる検査が被検者に与える負担を軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一実施形態に係る検査支援システムの構成を示している。
【図２】上記の検査支援システムにおける携帯型心電図記録器と支援装置の機能構成を示
している。
【図３】上記の検査支援システムにおいて行なわれる検査支援方法の第一の例を示してい
る。
【図４】上記の検査支援システムにおいて行なわれる検査支援方法の第二の例を示してい
る。
【図５】上記の検査支援システムにおいて行なわれる検査支援方法の第三の例を示してい
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　添付の図面を参照しつつ、実施形態の例を以下詳細に説明する。
【００１０】
　図１に示されるように、一実施形態に係る検査支援システム１は、携帯型心電図記録器
２（以下、単に心電図記録器２と記す）を含んでいる。心電図記録器２は、被検者Ｓに携
帯される。換言すると、心電図記録器２は、被検者Ｓが携帯可能な寸法と重量を有するよ
うに構成されている。心電図記録器２は、検査装置の一例である。
【００１１】
　図１に示されるように、被検者Ｓの胸部には複数の電極Ｅが装着および固定される。各
電極Ｅは、装着された身体部位の生体電位を検出する。図２に示されるように、心電図記
録器２は、インターフェース２１を備えている。各電極Ｅを通じて検出された生体電位に
対応する信号は、インターフェース２１に入力される。インターフェース２１は、入力さ
れた信号を後段の処理に必要な心電図データに変換する回路を含んでいる。当該回路とし
ては、Ａ／Ｄ変換回路、フィルタ回路などが例示されうる。すなわち、心電図データは、
被検者Ｓの心電図に対応するデジタルデータである。心電図データは、生体情報の一例で
ある。
【００１２】
　図１に示される例においては、複数の電極Ｅが心電図記録器２に有線接続されている。
しかしながら、各電極Ｅを通じて検出された生体電位に対応する信号は、無線通信を介し
てインターフェース２１に入力されてもよい。あるいは、心電図記録器２に複数の電極Ｅ
が内蔵された構成も採用されうる。この場合、心電図記録器２は、被検者Ｓの胸部に装着
および固定される。
【００１３】
　図２に示されるように、心電図記録器２は、記録部２２を備えている。記録部２２は、
心電図データを記録するためのストレージを備えるように構成されている。ストレージの
例としては、半導体メモリやハードディスクドライブなどが例示されうる。
【００１４】
　心電図記録器２は、制御部２３を備えている。制御部２３は、プロセッサを備えている
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。プロセッサは、後述する検査支援方法の少なくとも一部を実行するように構成されてい
る。プロセッサの機能は、メモリと協働して動作する汎用マイクロプロセッサにより実現
されてもよいし、マイクロコントローラ、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣなどの専用集積回路によっ
て実現されてもよい。
【００１５】
　心電図記録器２において、インターフェース２１、記録部２２、および制御部２３は、
通信バス２４を介して相互に信号やデータのやり取りが可能とされている。
【００１６】
　図１に示されるように、検査支援システム１は、支援装置３を含んでいる。支援装置３
は、心電図データとは異なる情報を取得するための装置である。支援装置３は、被検者Ｓ
が携帯可能な寸法と重量を有するように構成されている。
【００１７】
　支援装置３は、制御部３１を備えている。制御部３１は、プロセッサを備えている。プ
ロセッサは、後述する検査支援方法の少なくとも一部を実行するように構成されている。
プロセッサの機能は、メモリと協働して動作する汎用マイクロプロセッサにより実現され
てもよいし、マイクロコントローラ、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣなどの専用集積回路によって実
現されてもよい。
【００１８】
　支援装置３は、記録部３２を備えている。記録部３２は、種々のデータを記憶するため
のストレージを備えるように構成されている。ストレージの例としては、半導体メモリや
ハードディスクドライブなどが例示されうる。
【００１９】
　支援装置３において、制御部３１と記録部３２は、通信バス３３を介して相互に信号や
データのやり取りが可能とされている。
【００２０】
　図３は、上記のように構成された検査支援システム１において行なわれる検査支援方法
の第一の例を示している。心電図記録器２において実行される処理は、制御部２３の制御
下において行なわれる。支援装置３において実行される処理は、制御部３１の制御下にお
いて行なわれる。
【００２１】
　心電図記録器２は、複数の電極Ｅが所定の身体部位に装着・固定された状態で、被検者
Ｓにより携帯される。心電図記録器２は、記録部２２への心電図データの記録を開始する
（ＳＴＥＰ１）。心電図データは、当該データが取得された時刻を示す時刻情報とともに
記録部２２へ記録される。
【００２２】
　他方、支援装置３は、被検者Ｓに携帯された状態で、心電図データとは異なる情報の取
得を開始する（ＳＴＥＰ２）。例えば、図２に示されるように、支援装置３は、センサ３
４を備えうる。センサ３４としては、加速度センサや体温センサが例示されうる。支援装
置３は、加速度センサを通じて被検者Ｓの体動に係る情報を取得できる。支援装置３は、
体温センサを通じて被検者Ｓの体温に係る情報を取得できる。
【００２３】
　センサ３４は、通信バス３３に接続されうる。センサ３４を通じて取得された情報は、
当該情報が取得された時刻を示す時刻情報とともに記録部３２に記録される。
【００２４】
　心電図記録器２による心電図データの記録が終了した（ＳＴＥＰ３）後、記録部２２に
記録された心電図データの分析が医療従事者によって行なわれる。その際、支援装置３の
記録部３２に記録された情報の参照がなされる。
【００２５】
　具体的には、まず支援情報の特定がなされる（ＳＴＥＰ４）。支援情報は、支援装置３
により取得された情報のうち、心電図記録器２によっては取得できない情報である。上記



(6) JP 2019-162239 A 2019.9.26

10

20

30

40

50

の例においては、支援装置３により被検者Ｓの体動に係る情報と体温に係る情報が取得さ
れている。心電図記録器２によっては両情報とも取得できないので、両情報が支援情報に
該当する。
【００２６】
　続いて、心電図データと支援情報の関連付けがなされる（ＳＴＥＰ５）。具体的には、
心電図記録器２の記録部２２に記録された心電図データと、支援装置３の記録部３２に記
録された情報のうち支援情報と特定されたものとが、適当な装置により読み出される。そ
のような装置としては、ＵＳＢ接続などにより心電図記録器２や支援装置３とデータ送受
信が可能なパーソナルコンピュータなどが例示されうる。心電図データと支援情報の各々
は、時刻情報と対応付けられている。心電図記録器２と支援装置３以外の当該装置におい
ては、この時刻情報を介して心電図データと支援情報の関連付けがなされる。
【００２７】
　例えば、ある時刻の心電図データに通常とは異なる傾向が見出された場合、医療従事者
は、当該時刻に対応付けられている支援情報を参照できる。同時刻において支援装置３に
より取得された情報から被検者Ｓの大きな体動と体温上昇が認められた場合、医療従事者
は、被検者Ｓが同時刻に比較的激しい運動を行なっており、心電図データの通常とは異な
る傾向は、当該運動に起因するものであると分析できる。
【００２８】
　図２に示されるように、心電図記録器２は、電極Ｅとは異なる少なくとも一つのセンサ
ＳＲと接続されうる。センサＳＲは、被検者Ｓに携帯されて心電図データとは異なる情報
を取得するためのセンサである。センサＳＲとしては、加速度センサ、体温センサ、非観
血動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２）センサ、脳波センサ、ＧＰＳセンサ、気温センサ、湿度
センサ、気圧センサ、標高センサなどが例示されうる。心電図記録器２とセンサＳＲの間
での信号やデータの通信は、有線通信によりなされてもよいし、無線通信によりなされて
もよい。センサＳＲは、心電図記録器２に内蔵されてもよい。
【００２９】
　この場合、図３に示されるように、心電図記録器２は、心電図データの記録中にセンサ
ＳＲからも情報を取得する（ＳＴＥＰ６）。センサＳＲを通じて取得された情報は、当該
情報が取得された時刻を示す時刻情報とともに記録部２２へ記録される。
【００３０】
　例えばセンサＳＲが加速度センサである場合、心電図記録器２は、被検者Ｓの体動に係
る情報を取得できる。したがって、この場合においては、上記のように支援装置３により
取得された情報のうち、ＳＴＥＰ４において支援情報として特定されるのは、被検者Ｓの
体温に係る情報のみとなる。
【００３１】
　上記のような構成によれば、医療従事者による心電図データの分析を支援しうる支援情
報の少なくとも一部が支援装置３によって取得されるので、心電図記録器２が情報取得の
ために備える構成を必要最小限にできる。これにより、心電図記録器２の大型化、重量増
、および電力消費の少なくとも一つを抑制できる。したがって、医療従事者による心電図
データの分析を支援しつつ、長期間にわたる検査が被検者Ｓに与える負担を軽減できる。
【００３２】
　図２に示されるように、支援装置３は、センサ３４に加えてあるいは代えて、インター
フェース３５を備えうる。インターフェース３５は、外部情報源ＥＩとの通信が可能であ
る通信インターフェースを備えている。そのような通信インターフェースとしては、ＲＦ
ＩＤ（Radio Frequency Identification）、ＮＦＣ（Near Field Communication）、Blue
tooth（登録商標）やWi-Fiなどの規格に準拠した通信インターフェースが例示されうる。
支援装置３は、心電図記録器２が取得できない情報を、インターフェース３５を介して外
部情報源ＥＩから取得しうる。
【００３３】
　インターフェース３５は、通信バス３３に接続されうる。インターフェース３５を介し
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て取得された情報は、当該情報が取得された時刻を示す時刻情報とともに記録部３２に記
録される。
【００３４】
　例えば、心電図記録器２がＧＰＳシステムから位置情報を取得できない構成である場合
、支援装置３は、外部情報源ＥＩとしてのＧＰＳシステムから被検者Ｓの現在位置情報を
取得できる。取得された現在位置情報は、当該情報が取得された時刻を示す現在時刻情報
とともに記録部３２に記録される。
【００３５】
　例えば、心電図記録器２が環境情報を取得できない構成である場合、支援装置３は、外
部情報源ＥＩとしての外部機器から被検者Ｓの周囲の環境情報を取得できる。環境情報は
、被検者Ｓの所在地における気温、湿度、気圧、標高、天気などを示す情報である。取得
された環境情報は、当該情報が取得された時刻を示す現在時刻情報とともに記録部３２に
記録される。外部情報源ＥＩは、公的ネットワーク上において環境情報を提供するサービ
スサイトでありうる。
【００３６】
　前述したセンサＳＲもまた、外部情報源ＥＩになりうる。この場合、センサＳＲからの
信号は、心電図記録器２のインターフェース２１ではなく、支援装置３のインターフェー
ス３５に入力される。
【００３７】
　外部情報源ＥＩから取得された情報は、本来的に心電図記録器２によって取得できない
情報であるので、ＳＴＥＰ４において支援情報として特定される。外部情報源ＥＩから取
得された情報は、支援情報として、時刻情報を介して心電図データとの関連付けがなされ
る（ＳＴＥＰ５）。
【００３８】
　このような構成によれば、心電図記録器２と支援装置３が情報取得のために備える構成
を必要最小限にしつつ、医療従事者による心電図データの分析を支援しうる支援情報の選
択自由度を高めることができる。
【００３９】
　図２に示されるように、心電図記録器２は、通信部２５を備えうる。通信部２５は、通
信バス２４に接続されうる。他方、支援装置３は、通信部３６を備えうる。通信部３６は
、通信バス３３に接続されうる。通信部２５と通信部３６は、両者の間で無線通信が可能
な通信インターフェースを備えるように構成されうる。そのような通信インターフェース
としては、ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）、ＮＦＣ（Near Field Communi
cation）、Bluetooth（登録商標）やWi-Fiなどの規格に準拠した通信インターフェースが
例示されうる。
【００４０】
　図４は、そのように構成された検査支援システム１において行なわれる検査支援方法の
第二の例を示している。第一の例と実質的に同じ処理については、同一のステップ番号を
付与している。第一の例と同様に、心電図記録器２において実行される処理は、制御部２
３の制御下において行なわれる。支援装置３において実行される処理は、制御部３１の制
御下において行なわれる。
【００４１】
　本例においては、支援装置３により取得された情報が、通信部３６を介して心電図記録
器２へ無線送信される（ＳＴＥＰ７）。心電図記録器２は、通信部２５を介して当該情報
を受信する（ＳＴＥＰ８）。
【００４２】
　続いて、心電図記録器２において、支援情報の特定がなされる（ＳＴＥＰ９）。心電図
記録器２が取得可能な情報と支援装置３が取得可能な情報が重複している可能性があるの
で、本ステップにおいて心電図データと関連付けがなされる情報の選別がなされる。例え
ば、加速度センサと体温センサを通じて取得された情報が支援装置３から受信され、心電
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図記録器２に接続されたセンサＳＲに加速度センサが含まれている場合、体温センサを通
じて取得された情報のみが支援情報として特定される。
【００４３】
　なお、心電図記録器２においてセンサＳＲを通じて取得可能な情報と支援装置３により
取得された情報が重複している場合、支援装置３から取得した情報を優先し、センサＳＲ
を通じて取得される情報を使用しないように支援情報の特定がなされてもよい。
【００４４】
　心電図記録器２は、特定された支援情報を、心電図データと関連付けて記録部２２に記
録する（ＳＴＥＰ１０）。第一の例と同様に、心電図データと支援情報の関連付けは、時
刻情報を介してなされる。
【００４５】
　このような構成によれば、取得された情報を心電図記録器２内に集約できる。したがっ
て、被検者Ｓは心電図記録器２のみを分析のために医療従事者に手渡せばよい。医療従事
者は、心電図記録器２に記録されたデータのみに基づいて分析を行なえる。よって、被検
者Ｓと医療従事者双方の負担を軽減できる。
【００４６】
　図示された例においては、心電図記録器２による心電図データの記録中において、支援
装置３からの情報の受信が随時なされている。しかしながら、支援装置３からの情報の受
信は、心電図データの記録が終了した後に一括して行なわれてもよい。すなわち、上記の
ＳＴＥＰ７～１０は、ＳＴＥＰ３の後に行なわれうる。この場合、心電図記録器２の制御
部２３の処理負荷を軽減できる。
【００４７】
　第二の例においては、支援情報の特定は、心電図記録器２において行なわれる。しかし
ながら、支援情報の特定が予め支援装置３において行なわれてもよい。図５は、そのよう
に構成された検査支援システム１において行なわれる検査支援方法の第三の例を示してい
る。第一の例と実質的に同じ処理については、同一のステップ番号を付与している。第一
の例と同様に、心電図記録器２において実行される処理は、制御部２３の制御下において
行なわれる。支援装置３において実行される処理は、制御部３１の制御下において行なわ
れる。
【００４８】
　本例においては、まず、心電図記録器２の仕様に基づいて支援情報の特定がなされる（
ＳＴＥＰ１１）。すなわち、心電図データの分析支援に必要とされる情報のうち、心電図
記録器２では取得できない情報が特定される。支援情報は、ユーザによって手動で指定さ
れてもよいし、心電図記録器２との仕様に係るデータの通信を通じ、制御部３１により自
動的に特定されてもよい。
【００４９】
　支援装置３がセンサ３４を備えている場合、特定された支援情報がセンサ３４を通じて
取得される（ＳＴＥＰ１２）。支援装置３上で動作するアプリケーションが特定された支
援情報を取得可能である場合、当該アプリケーションを通じて支援情報が取得される。取
得された支援情報は、記録部３２に記録される。
【００５０】
　支援装置３により取得された支援情報は、通信部３６を介して心電図記録器２へ無線送
信される（ＳＴＥＰ１３）。心電図記録器２は、通信部２５を介して当該支援情報を受信
する（ＳＴＥＰ１４）。
【００５１】
　心電図記録器２は、受信した支援情報を、心電図データと関連付けて記録部２２に記録
する（ＳＴＥＰ１５）。第一の例と同様に、心電図データと支援情報の関連付けは、時刻
情報を介してなされる。
【００５２】
　このような構成によれば、支援情報として必要最小限の情報の取得と通信がなされるの
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で、検査支援システム１におけるデータ量に係る冗長性を低減できる。したがって、心電
図記録器２の制御部２３および支援装置３の制御部３１における処理負荷を軽減できる。
【００５３】
　ＳＴＥＰ１１において特定された支援情報の少なくとも一部は、外部情報源ＥＩから取
得されうる。例えば、支援情報として被検者Ｓの現在位置情報が必要である場合、支援装
置３は、インターフェース３５を介してＧＰＳシステムから現在位置情報を取得できる。
支援情報としてさらに標高情報が必要であり、支援装置３が地図アプリケーションを備え
ている場合、支援装置３は、ＧＰＳシステムから取得した現在位置情報に基づいて地図ア
プリケーションを起動し、標高情報を取得できる。
【００５４】
　図示された例においては、心電図記録器２による心電図データの記録中において、支援
装置３からの支援情報の受信が随時なされている。しかしながら、支援装置３からの支援
情報の受信は、心電図データの記録が終了した後に一括して行なわれてもよい。すなわち
、上記のＳＴＥＰ１３～１５は、ＳＴＥＰ３の後に行なわれうる。この場合、心電図記録
器２の制御部２３の処理負荷をさらに軽減できる。
【００５５】
　上記の検査支援方法は、心電図記録器２のプロセッサと支援装置３のプロセッサがプロ
グラムを実行することによって実現される。当該プログラムは、各プロセッサと協働する
メモリに予め組み込まれていてもよいし、当該プログラムを記憶している記憶媒体から読
み出してもよい。そのような記憶媒体は、ＳＤカードやＵＳＢメモリのような可搬型記憶
媒体として提供されてもよいし、支援装置３が通信ネットワークを介して接続可能なサー
バ装置が備える記憶媒体であってもよい。
【００５６】
　上記の実施形態は、本開示の理解を容易にするための例示にすぎない。上記の実施形態
に係る構成は、本開示の趣旨を逸脱しなければ、適宜に変更・改良されうる。
【００５７】
　心電図記録器２と支援装置３の間で無線通信が可能な構成を前提としている第二の例と
第三の例においては、支援装置３による支援情報の取得は、心電図記録器２から支援装置
３への通信に基づいて開始されうる。例えば、心電図記録器２は、心電図データの記録が
開始される（ＳＴＥＰ１）旨や支援情報の取得開始を要求する旨を、通信部２５を介して
支援装置３へ通知してもよい。この場合、支援装置３は、通信部３６を介して受信した当
該通知に応答して情報の取得（ＳＴＥＰ２）を開始する。このような構成によれば、心電
図記録器２が必要とする場合にのみ支援装置３が支援情報の取得を開始するので、支援装
置３における処理負荷や電力消費を軽減できる。
【００５８】
　同様に、支援装置３による支援情報の取得は、心電図記録器２から支援装置３への通信
に基づいて終了されうる。例えば、心電図記録器２は、心電図データの記録が終了される
（ＳＴＥＰ３）旨や支援情報の取得終了を要求する旨を、通信部２５を介して支援装置３
へ通知してもよい。この場合、支援装置３は、通信部３６を介して受信した当該通知に応
答して情報の取得を終了する。このような構成によれば、心電図記録器２における必要が
満たされた場合は、支援装置３が支援情報の取得を終了するので、支援装置３における処
理負荷や電力消費を軽減できる。
【００５９】
　心電図記録器２と支援装置３の間で無線通信が可能な構成を前提としている第二の例と
第三の例においても、第一の例で示したように、心電図記録器２と支援装置３以外の装置
において心電図データと支援情報の関連付けがなされうる。すなわち、支援情報そのもの
が支援装置３から心電図記録器２へ送信されなくともよい。
【００６０】
　この場合、支援装置３が支援情報の取得を開始するにあたり、通信部３６を介して心電
図記録器２へ時刻情報の要求が送信される。心電図記録器２は、通信部２５を介して当該
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時刻情報を受信する。受信された時刻情報は、取得される支援情報と関連付けられて記録
部３２に記録される。
【００６１】
　このような構成によれば、心電図記録器２と支援装置３の間で時刻情報を共有できる。
心電図記録器２と支援装置３が個別の時刻情報に基づいて記録を行なう第一の例と比較す
ると、心電図データと支援情報の関連付け時における時間的精度を向上できる。また、支
援装置３は、支援情報を心電図記録器２へ送信する必要がないので、通信時間と通信デー
タ量が減少し、心電図記録器２と支援装置３における電力消費が抑制されうる。
【００６２】
　上記の実施形態においては、複数の電極Ｅからの信号が心電図記録器２のインターフェ
ース２１に入力されている。しかしながら、単一の電極Ｅからの信号がインターフェース
２１に入力される構成も採用されうる。
【００６３】
　上記の実施形態においては、検査装置として心電図記録器２が例示されている。しかし
ながら、被検者Ｓに携帯されて長期間にわたり被検者Ｓの生体情報を取得するように構成
された検査装置であれば、検査支援システム１を構成しうる。
【符号の説明】
【００６４】
　１：検査支援システム、２：携帯型心電図記録器、２３：制御部、３：支援装置、３１
：制御部、ＥＩ：外部情報源、Ｓ：被検者、ＳＲ：センサ

【図１】 【図２】
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